
工事請負契約に係る最低制限価格の算定式等の見直しについて

鹿児島県土木部監理課

改 正 前

１ 最低制限価格の算定方法

下記の式により算出される額

※ 最低制限価格(税込)＝Ｋ×１．１０

Ｋ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

Ａ：直接工事費×０．９７

Ｂ：共通仮設費×０．９

Ｃ：現場管理費×０．９

Ｄ：一般管理費×０．５５

※設定範囲：予定価格の７５～９２％

２ 対象工事等

入札公告又は指名通知を行う工事及び製造についての全ての請負契約（維持修繕

工事を含む）

改 正 後（令和２年５月１日～）

１ 最低制限価格の算定方法

下記の式により算出される額

※ 最低制限価格(税込)＝Ｋ×１．１０

Ｋ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

Ａ：直接工事費×０．９７

Ｂ：共通仮設費×０．９

Ｃ：現場管理費×０．９

Ｄ：一般管理費×０．７５

※設定範囲：予定価格の７５～９２％

２ 対象工事等

入札公告又は指名通知を行う工事及び製造についての全ての請負契約（維持修繕

工事を含む）

＜備考＞

積算体系が土木工事標準歩掛によらない維持修繕工事の算定式（最低制限価格(税込)＝

予定価格×８８％）については据置き（改定なし）。
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